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徳
島
県
告
示
第
百
三
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害

を
防
止
す
る
た
め
当
該
汚
染
の
除
去
、
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要

な
区
域
（
以
下
「
要
措
置
区
域
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

要
措
置
区
域

勝
浦
郡
勝
浦
町
大
字
三
溪
字
上
川
原
三
七
番
の
一
部
（
次
の
図
の
と
お
り
）

二

土
壌
溶
出
量
基
準
（
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
。
以
下
「

省
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
を
い
う
。
）
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の

種
類ふ

っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置
（
法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
示
措

置
を
い
う
。
）

省
令
別
表
第
六
の
一
の
項
に
規
定
す
る
地
下
水
の
水
質
の
測
定

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
百
三
十
三
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

救
急
病
院
と
し
て
、
次
の
と
お
り
認
定
し
た
。

令
和
四
年
三
月
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

小
川
病
院

鳴
門
市
撫
養
町
斎
田
字
北
浜
九
九
番
地

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

美
波
町
国
民
健
康
保
険
美

海
部
郡
美
波
町
田
井
一
〇
五
番
地
一

同

二
月
二
十
八
日

波
病
院

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島

鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

同

三
月
三
十
一
日

県
鳴
門
病
院



徳
島
県
告
示
第
百
三
十
四
号

農
業
用
た
め
池
の
管
理
及
び
保
全
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
特
定
農
業
用
た
め
池
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
年
月
日

令
和
四
年
三
月
四
日

二

特
定
農
業
用
た
め
池
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

所
在
地

仁
宇
の
た
め
池

那
賀
郡
那
賀
町
仁
宇
字
学
原
九
八
番
地



徳
島
県
告
示
第
百
三
十
五
号

次
の
と
お
り
特
定
農
業
用
た
め
池
の
指
定
を
解
除
し
た
の
で
、
農
業
用
た
め
池
の
管
理
及
び
保
全
に
関

す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
七
号
）
第
七
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
解
除
年
月
日

令
和
四
年
三
月
四
日

二

指
定
を
解
除
し
た
特
定
農
業
用
た
め
池
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

所
在
地

弥
吾
池

板
野
郡
上
板
町
神
宅
字
滝
ヶ
山
六
番
地

新
池

同

東
山
一
三
一
番
地



徳
島
県
告
示
第
百
三
十
六
号

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
三
月
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

処

分

を

受

け

た

者

処
分
を
し
た

処
分
の
原
因
と

商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の

処

分

の

内

容

年
月
日

許
可
番
号

な
っ
た
事
実

所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

令
和
二
年
三
月

阿
波
土
建
株
式
会
社

徳
島
県
知
事
許
可

建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
業
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
第
十

十
八
日

海
部
郡
海
陽
町
大
里
字
浜
崎
五
二
番

（
特

二
八
）

（
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水

二
条
の
規
定
に

－

地

第
一
〇
二
〇
号

道
施
設
工
事
業
に
関
す
る
特
定
建
設
業
許
可
）

よ
る
廃
業
の
届

宮
川

摂

出
が
あ
り
、
こ

の
こ
と
が
建
設

業
法
及
び
公
共

工
事
の
入
札
及

び
契
約
の
適
正

化
の
促
進
に
関

す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
元

年
法
律
第
三
十

号
）
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改

正
前
の
建
設
業

法
第
二
十
九
条

第
一
項
第
四
号

に
該
当
す
る
と

認
め
ら
れ
る
。

令
和
三
年
十
月

株
式
会
社
ア
ス
テ
ッ
ク

同

同

建
設
業
法
第
十

四
日

徳
島
市
川
内
町
平
石
若
宮
二
〇
番
地

（
般

二
九
）

（
電
気
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
及
び
造
園
工
事
業
に
関
す
る
一
般
建
設

二
条
の
規
定
に

－



の
一

第
六
一
一
〇
号

業
許
可
）

よ
る
廃
業
の
届

中
野

大
地

出
が
あ
り
、
こ

の
こ
と
が
同
法

第
二
十
九
条
第

一
項
第
五
号
に

該
当
す
る
と
認

め
ら
れ
る
。

同

松
本
建
設
株
式
会
社

同

同

同

十
五
日

阿
波
市
市
場
町
興
崎
字
北
分
一
三
七

（
般

〇
三
）

（
建
築
工
事
業
に
関
す
る
一
般
建
設
業
許
可
）

－

番
地

第
三
四
七
七
号

松
本

正
博

同

Ｔ
ｅ
ａ
ｍ
ｔ
ｗ
ｏ
ｐ
ｌ
ｕ
ｓ
株
式
会

同

同

同

二
十
九
日

社

（
般

三
〇
）

（
土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
左
官
工
事
業
、
と
び

－

徳
島
市
南
昭
和
町
七
丁
目
七
九
番
地

第
七
〇
五
三
二
号

・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ

の
三
七

ロ
ッ
ク
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
鉄
筋
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、

野
嶋

祥
二

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
、
板
金
工
事
業
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、
塗
装
工
事
業

、
防
水
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
、
熱
絶
縁
工
事
業
、
建
具
工
事
業

、
水
道
施
設
工
事
業
及
び
解
体
工
事
業
に
関
す
る
一
般
建
設
業
許
可
）

同

十
一

阿
波
住
設

同

同

同

月
二
日

海
部
郡
海
陽
町
浅
川
字
粟
浦
奥
五
六

（
般

二
八
）

（
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
管
工
事
業
、
鋼

－

番
地
二

第
七
二
九
九
号

構
造
物
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設

橋
本

隆
三

工
事
業
に
関
す
る
一
般
建
設
業
許
可
）

同

藤
野
電
気
設
備
工
業

同

同

同

四
日

板
野
郡
藍
住
町
富
吉
字
岸
ノ
下
一
八

（
般

二
八
）

（
電
気
工
事
業
及
び
消
防
施
設
工
事
業
に
関
す
る
一
般
建
設
業
許
可
）

－

番
地
一
二

第
五
九
一
二
号

藤
野

剛
良

同

中
川
機
工

同

同

同

九
日

小
松
島
市
金
磯
町
一
〇
番
地
一
〇

（
般

二
九
）

（
機
械
器
具
設
置
工
事
業
に
関
す
る
一
般
建
設
業
許
可
）

－

中
川

宗
美

第
七
〇
二
〇
四
号

同

フ
ォ
レ
ス
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社

同

同

同



十
五
日

那
賀
郡
那
賀
町
吉
野
字
弥
八
か
へ
三

（
般

二
九
）

（
土
木
工
事
業
及
び
と
び
・
土
工
工
事
業
に
関
す
る
一
般
建
設
業
許
可

－

三
番
地
の
二

第
三
八
〇
〇
二
号

）

多
田

文
昭

同

株
式
会
社
ア
ラ
タ
建
設

同

同

同

二
十
九
日

徳
島
市
八
万
町
寺
山
一
六
七
番
地
一

（
特

二
八
）

（
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設

－

元
木

智
子

第
四
一
四
八
号

工
事
業
に
関
す
る
特
定
建
設
業
許
可
）

同

十
二

大
田
設
備

同

同

同

月
二
日

海
部
郡
牟
岐
町
大
字
中
村
字
本
村
二

（
般

二
八
）

（
管
工
事
業
に
関
す
る
一
般
建
設
業
許
可
）

－

七
四
番
地
二

第
五
九
五
二
号

大
田

光
雄

同

中
原
カ
ッ
タ
ー

同

同

同

十
三
日

鳴
門
市
大
麻
町
市
場
字
大
西
二
二
番

（
般

〇
二
）

（
土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ

－

地
四

第
七
五
〇
二
九
号

ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
関
す
る
一

中
原

三
義

般
建
設
業
許
可
）

同

有
限
会
社
助
野
組

同

同

同

十
五
日

阿
南
市
椿
町
高
岸
一
九
番
地
一

（
般

二
九
）

（
建
築
工
事
業
及
び
大
工
工
事
業
に
関
す
る
一
般
建
設
業
許
可
）

－

助
野

達
朗

第
一
〇
〇
八
号

同

株
式
会
社
松
田
正
電
機

同

同

同

十
六
日

徳
島
市
東
吉
野
町
三
丁
目
三
〇
番
地

（
般

二
八
）

（
機
械
器
具
設
置
工
事
業
に
関
す
る
一
般
建
設
業
許
可
）

－

五

第
三
五
八
号

山
花

英
司

同

有
限
会
社
近
久
建
設

同

同

同

二
十
八
日

吉
野
川
市
鴨
島
町
上
浦
八
〇
七
番
地

（
般

〇
三
）

（
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設

－

近
久

和
好

第
三
五
一
四
号

工
事
業
に
関
す
る
一
般
建
設
業
許
可
）

令
和
四
年
一
月

大
久
保
産
業
株
式
会
社

同

同

同

七
日

徳
島
市
昭
和
町
八
丁
目
八
番
地

（
特

〇
三
）

（
防
水
工
事
業
に
関
す
る
特
定
建
設
業
許
可
）

－

大
久
保

重
敏

第
一
一
〇
三
号

同

株
式
会
社
オ
オ
タ

同

同

同

徳
島
市
西
新
浜
町
二
丁
目
二
二
番
地

（
般

〇
二
）

（
建
築
工
事
業
に
関
す
る
一
般
建
設
業
許
可
）

－

太
田

八
惠
子

第
二
六
七
七
号



同

協
和
シ
ス
テ
ム
有
限
会
社

同

同

同

十
二
日

吉
野
川
市
山
川
町
横
走
八
五
番
地

（
般

二
九
）

（
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

－

佐
藤

貞
文

第
七
八
三
六
号

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
関
す
る
一
般
建
設
業
許
可

）

同

有
限
会
社
髙
倉
工
業

同

同

同

十
七
日

徳
島
市
城
南
町
三
丁
目
一
番
一
四
号

（
般

〇
二
）

（
大
工
工
事
業
、
左
官
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
電
気
工
事
業
、
タ
イ

－
二
階
．

第
七
〇
六
六
四
号

ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
板
金
工
事
業
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、

髙
倉

拓
生

塗
装
工
事
業
、
防
水
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
、
熱
絶
縁
工
事
業
及

び
建
具
工
事
業
に
関
す
る
一
般
建
設
業
許
可
）

同

細
川
建
設
有
限
会
社

同

同

同

二
十
一
日

美
馬
市
美
馬
町
字
切
久
保
二
二
七
番

（
般

〇
二
）

（
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設

－

地

第
一
五
〇
三
号

工
事
業
に
関
す
る
一
般
建
設
業
許
可
）

細
川

健
一

同

那
賀
サ
ッ
シ

同

同

同

二
十
四
日

阿
南
市
那
賀
川
町
西
原
三
七
九
番
地

（
般

二
八
）

（
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、

－

一

第
五
三
二
一
号

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
関
す
る
一
般
建
設
業
許

島
崎

貢

可
）

同

株
式
会
社
ウ
ェ
ル

同

同

同

二
十
五
日

板
野
郡
北
島
町
江
尻
字
夷
ノ
本
二
五

（
般

二
九
）

（
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事

－

番
地
二

第
七
四
九
六
号

業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
関
す
る
一
般
建
設
業
許
可
）

筒
井

利
彦

同

二
月

渡
辺
興
業

同

同

同

一
日

板
野
郡
藍
住
町
矢
上
字
北
分
二
三
番

（
般

二
九
）

（
土
木
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
関
す
る
一
般

－

地
三

第
六
七
一
〇
号

建
設
業
許
可
）

渡
辺

一
弘

同

徳
島
大
三
工
業
株
式
会
社

同

同

同

四
日

徳
島
市
北
矢
三
町
一
丁
目
二
番
六
一

（
般

二
九
）

（
と
び
・
土
工
工
事
業
に
関
す
る
一
般
建
設
業
許
可
）

－

号

第
五
二
一
号

丸
山

正
浩

同

藤
原
組

同

同

同



七
日

阿
南
市
日
開
野
町
宮
原
七
八
番
地
六

（
般

三
〇
）

（
管
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
関
す
る
一
般
建
設
業
許
可
）

－

〇

第
三
〇
一
一
二
号

藤
原

功
規



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
四
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

一

政
党
の
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

会
計
責
任
者

一
以
上
の
市
町
村
等

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の
区
域
を
単
位
と
し

届
出
年
月
日

の

氏

名

て
設
け
ら
れ
る
支
部

国

民

民

主

党

徳
島
市
昭
和
町
三
丁
目
三
五－

一

令

和

四

年

黒

﨑

章

仁

木

啓

人

労
働
福
祉
会
館
別
館

と
く
し
ま
公

○

徳

島

県

総

支

部

連

合

会

共
政
策
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
内

二

月

一

日

令

和

四

年

徳

島

維

新

の

会

吉

田

知

代

野

﨑

敏

雄

徳
島
市
幸
町
三
丁
目
四
八
番
地

○

二

月

八

日

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

会
計
責
任
者

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

の

氏

名

三
好
郡
東
み
よ
し
町
加
茂
一
八
八
〇

令

和

四

年

町

民

第

一

の

会

長

谷

川

隆

法

米

沢

秀

明

－

四

一
六
号
室

一

月

二

十

一

日

令

和

四

年

日
本
製
を
守
る
党
後
援
会

脇

田

昌

彦

熊

倉

恵

子

徳
島
市
佐
古
八
番
町
五
番
一
九
号

一

月

二

十

六

日



令

和

四

年

上
板
町
の
未
来
を
考
え
る
会

多

富

佐

智

子

西

條

幸

板
野
郡
上
板
町
西
分
字
神
ノ
木
四
二

一

月

二

十

八

日

三
好
郡
東
み
よ
し
町
昼
間
二
八
六
七

令

和

四

年

米

本

恭

助

後

援

会

米

本

恭

助

米

本

恭

助

番
地
五

二

月

二

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
四
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

一

政
党
の
支
部

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

自

由

民

主

党

会
計
責
任
者
の

令

和

三

年

山

口

富

義

三

橋

隆

志

濵

田

京

子

世
紀
徳
島
を
つ
く
る
会

氏
名

十

二

月

一

日

21

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

会
計
責
任
者
の

令

和

三

年

幸

坂

孝

則

後

援

会

幸

坂

孝

則

幸

坂

博

美

松

山

浩

武

氏
名

十

二

月

二

十

日

会
計
責
任
者
の

令

和

四

年

久

米

毅

後

援

会

久

米

毅

久

米

毅

久

米

ヒ

サ

エ

氏
名

一

月

十

八

日

会
計
責
任
者
の

令

和

四

年

飯

泉

嘉

門

後

援

会

内

田

伸

昭

山

田

昌

俊

山

口

泰

輝

氏
名

一

月

二

十

日

代
表
者
の
氏
名

尾

野

浩

士

吉

崎

正

志

会
計
責
任
者
の

令

和

四

年



尾

野

ひ

ろ

し

後

援

会

尾

野

浩

士

内

海

貴

文

森

茂

氏
名

一

月

二

十

日

主
た
る
事
務
所
の

板
野
郡
松
茂
町
長
原
三
四
八
番

板
野
郡
松
茂
町
長
原
五
二
四
番

所
在
地

地

地

オ
ン
リ
ー
ワ
ン
ふ
る
さ
と

会
計
責
任
者
の

令

和

四

年

内

田

伸

昭

山

田

昌

俊

山

口

泰

輝

県

民

会

議

氏
名

一

月

二

十

日

世

紀

あ

す

の

徳

島

会
計
責
任
者
の

令

和

四

年

21

飯

泉

嘉

門

山

田

昌

俊

山

口

泰

輝

を

創

る

会

氏
名

一

月

二

十

日

会
計
責
任
者
の

令

和

三

年

田

村

と

し

や

後

援

会

田

村

長

二

郎

田

村

俊

哉

大

西

孝

史

氏
名

十

月

二

十

四

日

会
計
責
任
者
の

令

和

四

年

徳

島

県

改

革

協

議

会

庄

野

昌

彦

加

村

祐

志

黒

﨑

章

氏
名

一

月

三

十

一

日

会
計
責
任
者
の

令

和

四

年

幸
福
実
現
党
徳
島
西
後
援
会

野

崎

善

弘

徳

原

鳳

乃

獅

子

田

恵

奈

氏
名

二

月

一

日

代
表
者
の
氏
名

小

林

美

保

子

伊

井

由

美

子

令

和

三

年

徳
島
県
歯
科
衛
生
士
連
盟

小

林

美

保

子

主
た
る
事
務
所
の

徳
島
市
北
田
宮
一
丁
目
八
番
六

阿
波
市
阿
波
町
東
条
二
八
二－

七

月

一

日

所
在
地

五
号

三
九



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
四
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

音

楽

・

芸

術

ホ

ー

ル

を

実

現

す

る

市

民

の

会

大

坂

一

男

令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日

く

ろ

か

わ

征

一

後

援

会

金

岡

公

明

令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日

黒

川

征

一

を

育

て

る

会

黒

川

征

一

令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日

株

田

茂

後

援

会

株

田

茂

令

和

四

年

一

月

三

十

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
四
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

資
金
管
理
団
体
の
届

資

金

管

理

団

体

の

名

称

届
出
年
月
日

出
を
し
た
者
の
氏
名

令

和

三

年

黒

川

征

一

黒

川

征

一

を

育

て

る

会

十
二
月
三
十
一
日



正

誤

令
和
三
年
六
月
二
十
二
日
付
け
徳
島
県
報
第
三
百
三
十
七
号
徳
島
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号
（
特
定
農

業
用
た
め
池
を
指
定
し
た
件
）
中
次
の
と
お
り
訂
正

ペ
ー
ジ

行

誤

正

四

三

祝
谷

東
山
一
三
一
番
地
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